
■基本対策
（１）サーベイランスの実施

・継続的に調査し、感染状況を正確に把握し、その情報を基に疾病の予防と管理をはかること
・感染状況の把握は、経口ワクチン・捕獲強化など野生いのししにおける豚熱対策の検討に必須
・飼養豚における対策に必須

（２）捕獲の強化
・密度低下により、感染拡大を抑制
・感染野生いのししの絶対数抑制することで、農場への感染拡大リスクを低下

（３）経口ワクチン散布
・免疫を獲得させることにより、感染地域内における抑制・感染地域拡大の抑制

（４）リスクコミュニケーション
・狩猟関係者・市民に向けた対策の周知推進（マンガ・Web動画配信・トークイベント等）
・実地演習、講演・意見交換会等を通じた関係者間の理解の向上

６．野生いのししでの豚熱・アフリカ豚熱対策の概要

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱
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７．野生イノシシにおける基本対策
（１）サーベイランスの強化
○ 平成30年９月から、全都道府県における野生イノシシのサーベイランスを開始。

○ 令和２年８月31日に全都道府県に向けて豚熱・アフリカ豚熱のサーベイランスの強化通知を発出。

○ 令和３年11月、新たな遺伝子検査法の導入及び外部委託体制の整備により検査負担軽減。

○ 令和４年４月、web上で生産者自ら農場周辺の検査状況を確認可能な新たな地図情報システムを提供。

（２）捕獲の強化

○ 自治体、農林水産省及び環境省が連携し、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等46都府県

に「捕獲重点エリア」の設定を依頼。

（３）経口ワクチン散布

○ 平成31年３月、岐阜県及び愛知県において、経口ワクチン散布を開始。

○ 令和３年３月から民間ヘリコプターによる空中散布を実施（静岡県・栃木県）。

○ 令和５年３月に散布方法の具体化等のため散布方針を改正。

○ 現在、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等39都府県のうち、沖縄県、

千葉県を除く37都府県で経口ワクチンを散布。

（４）感染防止のための周知等の推進

○ 山林作業者や観光客等、山林に立ち入る者に対して、デジタルサイネージ広告の

実施や多言語ポスターの提示・配布等により、周知の推進。

○ 捕獲従事者に対して交差汚染対策周知のため、映像資材・漫画資材の配布。

（５）法改正・制度的整理等の対応

○ サーベイランス、経口ワクチン散布等を家伝法に位置付け（令和３年４月施行）。

○ 野生イノシシの死体処理に関する制度的整理及び関係部局の連携強化ついて、

消費・安全局長、農村振興局長、林野庁長官、環境省環境再生・資源循環局長、

環境省自然環境局長による５局庁長連名通知の発出（令和４年３月）。

○ アフリカ豚熱の防疫措置の具体化（基本方針の検討、演習の実施等）。

【34都府県で豚熱陽性野生イノシシを確認】

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱

豚熱感染野生イノシシ発見地点
（令和５年11月29日時点）

PCR陽性
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８．アフリカ豚熱の発生状況

＝2005年以降WOAH等に発生通報のあった国/地域

〇 2018年８月に中国においてアジア初の発生。その後、韓国やベトナム等アジア全域に感染が拡大。
特に、韓国では2019年９月の発生確認以来、飼養豚、野生イノシシで、徐々に感染が拡大（直近では飼養豚では

2023年９月、野生イノシシは同年12月に発生）。

〇 東アジアでアフリカ豚熱が発生していないのは、日本、台湾のみ。

〇 既に、我が国に違法に持ち込まれた畜産物４件からアフリカ豚熱ウイルスが分離されており、国際郵便物を含めた水際対策
の強化により、事前に侵入を防止することが極めて重要。

〇 万が一、野生イノシシに侵入を許した場合、豚熱と異なりワクチンがないことから、農場の飼養豚については、飼養衛生管理の
向上が必要であるとともに、野生イノシシについて、死体を衛生的に処理する必要。

中国からの旅客に持ち込まれた違法豚ソーセージ

（感染性のあるアフリカ豚熱ウイルスを検出した事例あり）

［参考］違反の実例
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９．アフリカ豚熱の世界での感染拡大（2007年～）

9

欧州

初発年月・国名

2007年4月 ジョージア

2007年8月 アルメニア

2008年1月 アゼルバイジャン

2012年7月 ウクライナ

2013年6月 ベラルーシ

2014年1月 リトアニア

2014年2月 ポーランド

2014年6月 ラトビア

2014年9月 エストニア

2016年10月 モルドバ

2017年6月 チェコ

2017年7月 ルーマニア

2018年4月 ハンガリー

2018年8月 ブルガリア

2018年9月 ベルギー

2020年10月に清浄化宣言

2019年7月 スロバキア

2019年7月 セルビア

2020年2月 ギリシャ

2020年9月 ドイツ

2021年12月 北マケドニア

2022年１月 イタリア

2023年6月 ボスニア・ヘルツェゴビナ

2023年6月 クロアチア

2023年８月 スウェーデン

ロシア（2007年11月～）

アジア

初発年月・国名

2018年8月 中国

2019年1月 モンゴル

2019年2月 ベトナム

2019年3月 カンボジア

2019年5月 香港

2019年5月 北朝鮮

2019年6月 ラオス

2019年7月 フィリピン

2019年8月 ミャンマー

2019年9月 インドネシア

2019年9月 韓国

2019年9月 東ティモール

2020年1月 インド

２０２１年2月 マレーシア

2021年5月 ブータン

2021年11月 タイ

2022年3月 ネパール

2023年２月 シンガポール

2023年11月 バングラデシュ

アフリカから
ジョージアへ侵入

（2007年4月確認）

オセアニア

初発年月・国名

2020年3月 パプアニューギニア

2023年12月21日時点

出典：WOAH等

中米

初発年月・国名

2021年4月 ドミニカ共和国

2021年8月 ハイチ
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○ アジアにおいてアフリカ豚熱の発生が急速に拡大し、我が国への侵入脅威が一段と高まっていることから、令和２年に家畜伝染病予防法を改正。
→ 予防的殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加したほか、野生動物における感染に対する対策の強化、家畜防疫官の権限強化、輸出入検
疫に関する罰則強化等を措置。

（１）家畜伝染病予防法改正

○ アフリカ豚熱の我が国への侵入を水際で防止するため、令和２年度末までに検疫探知犬を140頭へ増頭(５年間で約7.8倍)。家畜防疫官に
ついても、令和５年度末に541名体制に増員。

○ 平成31年４月から携帯品検査の対応を厳格化し、６件10名の逮捕事例。また、国際郵便物についても、日本郵便と協力して検査を強化し、
２件４名の逮捕事例。（令和５年11月初頭時点）

（２）水際対策の強化

○ 令和３年11月に農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部を開催し、農家に対する注意喚起を行うとともに、関係者間でアフリカ豚熱対
策の現状と今後の対応を確認。

○ アフリカ豚熱には有効なワクチンが存在しないことから、飼養衛生管理の徹底が最重要。飼養衛生管理水準の向上を図るため、３か月に１度、
全国の養豚農場の一斉点検を実施。

（３）農家への注意喚起と飼養衛生管理の向上

○ 野生イノシシの捕獲・サーベイランスによる感染状況の早期把握が重要であることから、農林水産省職員が各県を直接訪問し、更なるサーベイラ
ンスの実施を要請。また、新たな検査法の導入、検査促進に係る支援により、検査頭数の増加を促進。

○ 野生イノシシの死体処理に関する制度的整理及び関係部局の連携強化について、農水省・環境省関係５局庁長通知を発出（令和４年3
月）。野生イノシシにおける防疫措置の具体化として、農水省や各県の演習等を踏まえ、対策に係る基本方針を本年度末に策定予定。

○ 野生動物対策に必要な人材の育成・強化するとともに、登山等の一般の入山者への情報発信を強化。

（４）野生イノシシ対策の強化

【埋却作業の演習を行う農水省職員】

10．アフリカ豚熱の発生に備えたこれまでの取組

○ 農林水産省において、令和2年9月、熊本県及び農研機構動物衛生研究部門の協力も得て、国内におけるアフリ
カ豚熱の発生を想定した防疫演習を初めて実施。

○ 都道府県においても、令和４年度に計156回、令和５年度も計60回（令和５年９月1日時点）演習を実施。
○ また、野生イノシシにおいてアフリカ豚熱が発生した場合を想定し、令和３年12月28日に茨城県において、つくば
市協力の下、イノシシの死体の処理等の防疫作業に関する実地演習を実施。

（５）防疫演習の実施
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11

加えて、国内での対策として以下を実施。
・飼養豚における発生時に備えた対策
（ASF中央災害対策対応センターの設置、防疫演習等）
・アフリカ豚熱の野生いのししのサーベイランス
（年間数百頭程度、口蹄疫、豚熱の検査と同時に実施）

日本と同様にアフリカ豚熱が発生していない台湾においても、到着機内、空港において違法な畜産物等の持ち込み禁
止について広報を実施すると共に、検疫探知犬による検査、X線を活用した手荷物検査、罰則の強化等により水際対
策を強化している。

11．台湾におけるアフリカ豚熱の水際対策



12．韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況
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2023年12月21日
野生いのししにおいて
アフリカ豚熱の感染確認

【飼養豚での事例】

【野生イノシシでの事例】（単位：件）

初発生日：2019年9月16日

発 生 数（豚）：38件
感 染 数（野生いのしし）：3,459件

豚、いのしし飼養頭数：約 1,122万頭

※ 韓国当局公表資料等の情報を元に作成

飼養頭数：FAO統計(2021)による

※ 赤字は2023年12月18日時点から更新

2023年12月25日時点事例 発生日 発生地域

1 2019/9/16 京畿道坡州市

2 2019/9/17 京畿道漣川郡

3 2019/9/23 京畿道金浦市

4 2019/9/23 京畿道坡州市

5 2019/9/24 仁川広域市江華郡

6 2019/9/25 仁川広域市江華郡

7 2019/9/25 仁川広域市江華郡

8 2019/9/26 仁川広域市江華郡

9 2019/9/26 仁川広域市江華郡

10 2019/10/1 京畿道坡州市

11 2019/10/1 京畿道坡州市

12 2019/10/2 京畿道坡州市

13 2019/10/2 京畿道金浦市

14 2019/10/9 京畿道漣川郡

15 2020/10/8 江原道華川郡

16 2020/10/9 江原道華川郡

17 2021/5/4 江原道寧越郡

18 2021/8/7 江原道高城郡

19 2021/8/15 江原道麟蹄郡

20 2021/8/25 江原道洪川郡

21 2021/10/5 江原道麟蹄郡

22 2022/5/26 江原道洪川郡

23 2022/8/18 江原道楊口郡

24 2022/9/18 江原道春川市

25 2022/9/19 江原道春川市

26 2022/9/28 京畿道金浦市

27 2022/9/28 京畿道坡州市

28 2022/11/9 江原道鉄原郡

29 2023/1/5 京畿道抱川市

30 2023/1/11 江原道鉄原郡

31 2023/1/22 京幾道金浦市

32 2023/2/11 江原道襄陽郡

33 2023/3/19 京畿道抱川市

34 2023/3/29 京畿道抱川市

35 2023/3/31 京畿道抱川市

36 2023/4/13 京畿道抱川市

37 2023/7/18 江原道鉄原郡

38 2023/9/25 江原道華川郡

38例目

飼養豚での発生地域

野生いのししでの感染確認地域

発生/感染が確認された行政区画

京畿道

忠清南道

忠清北道

慶尚北道

慶尚南道

全羅南道

全羅北道

江原道

ソウル
特別市

蔚山

釜山

済州道

坡州市 100

漣川郡 418

抱川市 94

加平郡 62

鉄原郡 37

華川郡 426

春川市 222

楊口郡 81

麟蹄郡 158

高城郡 12

寧越郡 246

襄陽郡 36

江陵市 110

洪川郡 63

平昌郡 46

束草市 1

旌善郡 178

横城郡 63

三陟市 99

原州市 83

太白市 19

東海市 8

丹陽郡 173

堤川市 91

報恩郡 73

槐山郡 12

陰城郡 1

忠州市 103

尚州市 76

蔚珍郡 52

聞慶市 64

栄州市 12

醴泉郡 11

奉化郡 53

盈徳郡 57

安東郡 23

英陽郡 41

青松郡 41

浦項市 12

永川市 1

釜山広域市 1

3,459合計

京畿道

江原道

忠清北道

慶尚北道



〇 韓国からの国際線が就航する全ての空海港（指定港）で、韓国からの旅客を優先した
動植物検疫探知犬（以下、「探知犬」と記載。）による探知、家畜防疫官による口頭
質問を実施（令和５年5月の口蹄疫発生以降継続実施中）

○ 釜山からの直行便が就航する九州地区の各海港において、自主廃棄ボックス、
靴底消毒マットの設置に加え、以下の検疫対応強化を実施。

（下関港/山口県）
・全乗客に対する口頭質問、釜山でのアフリカ豚熱発生確認以降、探知犬による

全旅客便の探知を実施（令和５年12月中）

（博多港/福岡県）
・全乗客に対する口頭質問（釜山ASF発生確認前から実施）
・高速船旅客への探知犬による探知を定期的に実施（直近は令和５年12月27日）
・釜山発着の高速船及びフェリーの船社に対してカウンターへのパンフレット

及び広報用ティッシュの配置及び補充、旅客及び畜産関係車両等に対する検査・
消毒の徹底への協力を再度依頼（令和５年１２月２５日実施）

（比田勝（ひたかつ）港/長崎県対馬）
・フェリー船社（全2社）に対して、韓国出国時における乗客への広報用ティッシュ

の配布を依頼（釜山ASF発生確認前に実施）
・広報キャンペーンの実施（令和５年12月29日）

13．釜山の野生いのししにおけるアフリカ豚熱発生を受けた検疫対応強化


